
広報まつやま 2011（平成23）年12月１日号 ⑵

お
問
い
合
わ
せ
は
、
清
掃
課
☎
921
５
５
１
６
・

 

921
６
３
１
１
へ

対　　象 必要なもの
税務署で所得税の還付
手続きをした人

決定通知書および計算証明書・印鑑・受取人（納税義務者
本人）の口座番号・特別返還金申請書（市民税課にあります）

上記以外の人
生命保険会社などが発行する保険年金の明細書など（保険
年金の内容がわかるもの）・印鑑・受取人（納税義務者本人）
の口座番号・特別返還金申請書

　
食
材
を
買
い
過
ぎ
る
と
、
無
駄

な
生
ご
み
が
増
え
て
し
ま
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
購
入
す
る
量
や
調

理
法
な
ど
普
段
の
生
活
を
見
直
し

ま
し
ょ
う

　
市
で
は
家
庭
か
ら
出
る
生
ご
み

減
量
を
目
的
に
、
生
ご
み
処
理
容

器
や
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
の
購

入
費
を
補
助
し
て
い
ま
す
。
申
請

に
は
印
鑑
が
必
要
で
す

【
対
象
】
市
内
に
在
住
す
る
人

【
補
助
額
】Ⓐ
生
ご
み
処
理
容
器
・

Ⓑ
電
気
式
生
ご
み
処
理
機
と
も
に

購
入
価
格
の
２
分
の
１
（
Ⓐ
上
限

４
０
０
０
円
で
世
帯
に
年
度
に
つ

き
２
基
ま
で
・
Ⓑ
上
限
2
万
円
で

世
帯
に
年
度
に
つ
き
1
基
ま
で
）

【
申
請
場
所
】
Ⓐ
清
掃
課
（
室
町

一
丁
目
）、環
境
事
業
推
進
課
（
市

役
所
別
館
４
階
）、
支
所
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
▼
Ⓑ
市
内
の

指
定
販
売
業
者
（
電
器
店
な
ど
）

　
流
し
台
の
三
角
コ
ー
ナ
ー
や
水

切
り
ネ
ッ
ト
な
ど
を
活
用
し
、し
っ

か
り
水
切
り
し
て
生
ご
み
の
減
量

に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
地
域

の
ご
み
集
積
場
所
を
清
潔
に
利
用

す
る
た
め
に
も
、
生
ご
み
の
水
切

り
を
お
願
い
し
ま
す

平
成
24
年
度

市
県
民
税
が
変
わ
り
ま
す

市
県
民
税
が
変
わ
り
ま
す

　
可
燃
ご
み
の
う
ち
、
最

も
多
い
の
は
「
生
ご
み
」。

生
ご
み
を
減
ら
す
と
、
ご

み
の
減
量
と
CO2
の
削
減
に

つ
な
が
り
ま
す
。
今
回
は

生
ご
み
減
量
の
３
つ
の
例

を
紹
介
し
ま
す
。
わ
た
し

た
ち
一
人
一
人
が
で
き
る

こ
と
か
ら
始
め
ま
し
ょ
う
。

で
き
る
こ
と
か
ら

は
じ
め
よ
う

生
ご
み
減
量
１・２・３
＋C02削減

！

3 2 1
し
っ
か
り
と

買
い
過
ぎ
な
い

水
切
り
を
！

エ
コ
ク
ッ
キ
ン
グ

モデルケース（子の扶養控除額と税額の変更）

見直し前

控除額

控除額

Aさん

子（10歳）

妻

Bさん

子（21歳）

子（18歳）

妻

子（10歳）

約
３
万
５
０
０
０
円

給
与
収
入
300
万
円 税額：

33万円
約6万円 約9万5,000円

0円

見直し後

負担増

約
１
万
８
０
０
０
円
負担増

給
与
収
入
500
万
円

見直し前

子（21歳）

税額：

45万円

約14万円約12万2,000円

見直し後

子（18歳） 45万円

45万円

33万円

お問い合わせは、市民税課☎948−6291〜6297・ 934−1802へ

　生命保険契約等に基づく年金を受給した遺族らのうち、そ
の所得に対して市県民税が課税された人は、申告により過去
５年以内の還付手続きを行ってきましたが、今回、平成13
年度以降の課税分も申請により「特別返還金」として支給さ
れます。なお所得税で還付となった人でも、市県民税では該
当しない場合があります。

①
16
歳
未
満
の
人
に
対
す
る
扶
養
控
除

の
廃
止

②
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
人
に
対
す
る

扶
養
控
除
の
上
乗
せ
12
万
円
の
廃
止

※
①
②
は
左
図
参
照

③
同
居
の
扶
養
親
族
・
控
除
対
象
配
偶

者
が
特
別
障
害
者
の
場
合
の
措
置

【
見
直
し
前
】
扶
養
控
除
・
配
偶
者
控

市
県
民
税
寄
附
金
税
額
控
除
の
適
用
下

限
額

【
見
直
し
前
】
５
０
０
０
円

【
見
直
し
後
】
２
０
０
０
円

※
東
日
本
大
震
災
に
係
る
義
援
金
（
一

除
の
額
に
23
万
円
加
算

【
見
直
し
後
】
特
別
障
害
者
控
除
の
額

に
23
万
円
加
算

　
次
の
場
合
、
確
定
申
告
書
の
提
出
が

不
要
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
市
県
民
税

の
申
告
は
必
要
で
す
。

○
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０

万
円
以
下
で
、
そ
の
年
分
の
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下

定
の
要
件
あ
り
）
は
、「
ふ
る
さ
と
寄

附
金
」
の
控
除
対
象
で
す
。
詳
細
は
総

務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

※国民健康保険料・介護保険料も、市県民税と同様に平成13年度以降の保険料減額相当分が「特別返還金」として支給されます。手続
きの方法は後日、該当者へ通知します。お問い合わせは、国民健康保険料については、国保・年金課☎948−6365、介護保険料については、
介護保険課☎948−6919へ

※配偶者控除および一定の社会保険料を控除して計算しています。また市県民税の非
課税基準の算定には、年少扶養者（16歳未満）も人数に入ります。年少扶養者が障
がい者の場合は、従来どおり障害者控除が適用となります

【申請期限・場所】平成24年11月14日までに市民税課（市役所本館２階）へ
「相続税等に係る生命保険契約等に基づく年金」
取り扱い変更による特別返還金の支給

控 除 対 象 扶 養 親 族 の 年 齢
控 除 額

見直し前 見直し後

16歳未満（平成８年１月２日以降に生まれた人） 33万円 廃止

16歳以上19歳未満（平成５年１月２日～平成８年１月１日に生まれた人） 45万円 33万円

19歳以上23歳未満（昭和64年１月２日～平成５年１月１日に生まれた人） 45万円 45万円

処
理
容
器
購
入
費
の

補
助
金
あ
り
ま
す

　「
控
除
か
ら
手
当
へ
」
の
考
え
や
高
校
授
業
料
の
実
質
無
償
化

に
伴
う
国
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
平
成
24
年
度
か
ら
市
県
民
税
の

所
得
控
除
額
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

扶
養
控
除
の
見
直
し

寄
附
金
控
除
の
見
直
し

所
得
税
に
お
け
る
年
金
所
得

者
の
申
告
手
続
き
が
不
要
に

扶養控除の見直しによる控除額の変更（平成24年度）
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